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東京都溶接協会は平成27年3月14日に第55回溶接技術競技会

を開催し、手溶接と半自動溶接の優勝者を東京都代表として
次回の全国溶接競技会に派遣する。溶接作業に従事し挑戦意
欲のある出場希望者、自社の溶接技術水準を確認したい管理
者・経営者の方はこの機会に選手を派遣してください。
第61回全国溶接競技会は平成27年10月17･18日の両日、大阪

府摂津市のポリテクセンター関西で開催されます。
◇本大会の申込みと参加資料の請求は下記事務局まで。
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講習名

千 葉

埼 玉

茨 城

栃 木

甲 信

神奈川

神奈川事務所

茨 城 事 務 所

〒231－0007

〒300－0875

栃 木 事 務 所

甲 信 事 務 所

〒322－0016 鹿沼市流通センター46番地

横浜市中区弁天通4－59
横浜弁天通第一生命ビル 3階

TEL 045－662－2860
FAX 045－662－8768

東 京 事 務 所

ボイラ・クレーン
安 全 協 会

〒136－0071 江東区亀戸1－28－6タニビル 5階

〒136－0071 江東区亀戸6－41－20機缶健保会館 2階
TEL 03－3685－5222
FAX 03－3685－5746

TEL 03－3684－5551
FAX 03－3685－2189

千 葉 事 務 所 〒260－0028 千葉市中央区新町18－10千葉第一生命ビル 2階
TEL 043－247－5532
FAX 043－247－5576

埼 玉 事 務 所 〒330－0801 さいたま市大宮区土手町1－2JA共済埼玉ビル 6階
TEL 048－643－1543
FAX 048－643－1524

TEL 0289－72－1717
FAX 0289－76－6090
TEL 055－287－9511
FAX 055－287－9512

TEL 029－843－0740
FAX 029－841－1968

土浦市中荒川沖町2－6
ツインビル 3階

山梨県南アルプス市
下今諏訪610番 9〒400－0212
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★他の講習も実施しています。詳細については、各事務所にお問合わせください。
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※　上段は学科　　下段は実技 講　　習　　予　　定　　表 公益社団法人 ボイラ・クレーン安全協会
URL:http://www.bcsa.or.jp
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JR東海は「御殿場線80周年」キャンペーンの一環で、臨時急行「御殿場線80周年371」を運転すると発表し「371系ラス
トラン」を実施した。371系はかって、JR御殿場駅から小田急線新宿駅へ乗り入れる特急「あさぎり」で活躍した車両で
11月末に引退しました。

富士山周辺を走る371系

（カラー版は http://www.miura21.co.jp でご覧いただけます）

写真提供　志賀祐一郎氏

第55回溶接技術競技会参加者募集！
あなたも出場してみませんか
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日本国籍を持たない者を労働者として採用する際には、入国に際して与えられた在留資格が就労可能なものか否かの確認が必
要となります。
＜不法就労＞
「短期滞在」や「研修」などの就労が認められない在留資格で在留している外国人や、在留期間を超えていたり、あるいは上陸の
許可を受けることなく滞在している外国人は就労することができません。このような外国人が就労した場合には不法就労となり、
退去強制等に処せられます。また、就労できる場合であっても、職種や時間を制限した在留資格もあります。これらの制限を超
えて就労させた場合も不法就労となります。
不法就労外国人を雇用した事業主、不法就労となる外国人をあっせんした者等不法就労を助長した者は、入管法第73条の2に

より３年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。また、集団密航者を運んできた者からその密航者を収受して、支
配管理下に置いたまま不法就労させている場合、不法就労助長罪のほか入管法74条の4により５年以下の懲役又は300万円以下
の罰金（営利目的があれば１年以上10年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金）に処せられます。なお、退去強制を免れさせる目
的で、不法入国者又は不法上陸者をかくまう等の行為をした場合、入管法第74条の8により３年以下の懲役又は300万円以下の
罰金（営利目的があれば５年以下の懲役及び500万円以下の罰金）に処せられます。
＜在留資格＞
外国人は出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」といいます。）で定められている在留資格の範囲内において、日本国内での

活動が認められています。現在在留資格は27種類あり、就労の可否により次の３区分に分類できます。
１．就労活動に制限がない在留資格（４種類）
（1）永住者、 （2）日本人の配偶者等、 （3）永住者の配偶者等、 （4）定住者
日系２世、３世は「日本人の配偶者等」または「定住者」として在留する場合にのみ、就労活動に制限がありません。これに対して、

「短期滞在」の在留資格により在留している日系人は、地方入国管理局で在留資格の変更の許可を受けなければ就労できなせん。
２．在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格（17種類）
（1）外交、 （2）公用、 （3）教授、 （4）芸術、 （5）宗教、 （6）報道、 （7）投資・経営、 （8）法律・会計業務、 （9）医療、 （10）研究、（11）教
育、（12）技術、（13）人文知識・国際業務、（14）企業内転勤、（15）興行、（16）技能、（17）特定活動（ワーキングホリデー、技
能実習生、EPA（経済連携協定）に基づく外国人看護師・介護福祉士等）

３．原則として就労が認められない在留資格（６種類）
（1）文化活動、 （2）短期滞在、 （3）留学、 （4）就学、 （5）研修、 （6）家族滞在
「留学」、「就学」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方がアルバイト等の就労活動を行う場合には、地方入国
管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。
資格外活動の許可を得た場合、「留学」の在留資格をもって在留する外国人については原則として１週28時間まで、「就学」の在

留資格をもって在留する外国人については原則として１日４時間まで就労することが可能となります。また、「留学」の在留資格
をもって在留する外国人は、その方が在籍する教育機関が夏休み等の長期休業期間中については、１日８時間まで就労すること
が可能となります。
また、就労の内容、就労場所等について個別に審査を受けた上で資格外活動の許可を得れば「家族滞在」の在留資格をもって在

留する外国人については、原則として１週28時間まで就労することが可能となります。
＜採用に際しての在留資格確認について＞
入管法上の在留資格を受けて国内に滞在している外国人は、原則として「在留カード」が交付されます。観光や不法に滞在する

者には交付されませんので、外国人を雇い入れようとする場合は、まず在留カードの提示を求めてください。
在留カードは表面に就労制限の有無が記載されています。就労できない場合は「就労不可」と記載されています。就労に制限の

ない場合は「就労制限なし」と記載されています。就労に一部制限がある場合は「在留資格に基づく就労活動のみ可」「指定書記載
期間での在留資格に基づく就労活動のみ可」「指定書により指定された就労活動のみ可」の何れかが記載されます。指定書とは法
務大臣が交付するもので、個々に許可した活動等について記載されているので、これに従って雇用することとなります。
在留カードの裏面には、資格外活動についての記載欄があります。この欄は表面に「就労不可」の記載がある者が、その資格外

の活動について許可を申請し、許可された場合にその旨が記載されますので、裏面を確認して判断することとなります。資格外
活動の許可対象となる在留資格は「留学」「研修」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」で、許可されると「許可（原則週28時間以内・風
俗営業等を除く）」や、「許可（資格外活動許可書に記載された範囲内の活動）」と記載されます。
また、在留カードは全ての合法な外国人滞在者に対して交付されているわけではありません。次の者は在留カードを所持して

いなくても、就労が可能になる場合がありますので、旅券等の関係書類で確認する必要があります。
①旅券に後日在留カードを交付する旨の記載がある場合
②従前の制度である「外国人登録証」から在留カードへの切り替えが済んでいない者
③3カ月以下の在留期間が与えられた者
④「外交」「公用」等の在留資格が与えられた者
なお、中長期在留者に付与されている「外国人登録証明書」は、在留カードに切り替えが済むまでは有効となります。切り替え

は平成27年7月までに完了することとされています。
＜採用時・退職時の届出＞
一般に、外国人を雇用した場合には次の通りに「外国人雇用状況」の届出が義務付けられています。採用、退職の際に在留カー

ド等を確認して、一定の事項を届出る必要があります。
（1）雇用保険の被保険者である外国人に係る届出

雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期間、国籍・地域等を記載して届け出ることがで
きます。 届出期限は取得届又は喪失届の提出期限と同様です（雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算
して10日以内）。 

（2）雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出
所定の届出様式に、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域等を記載して届出ることとなります。届出期
限は雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです。 
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、
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を
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査

員
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ま
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の
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検
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・
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定
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京
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亀
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の
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催
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催
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」
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図
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日本国籍を持たない者を労働者として採用する際には、入国に際して与えられた在留資格が就労可能なものか否かの確認が必
要となります。
＜不法就労＞
「短期滞在」や「研修」などの就労が認められない在留資格で在留している外国人や、在留期間を超えていたり、あるいは上陸の
許可を受けることなく滞在している外国人は就労することができません。このような外国人が就労した場合には不法就労となり、
退去強制等に処せられます。また、就労できる場合であっても、職種や時間を制限した在留資格もあります。これらの制限を超
えて就労させた場合も不法就労となります。
不法就労外国人を雇用した事業主、不法就労となる外国人をあっせんした者等不法就労を助長した者は、入管法第73条の2に
より３年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。また、集団密航者を運んできた者からその密航者を収受して、支
配管理下に置いたまま不法就労させている場合、不法就労助長罪のほか入管法74条の4により５年以下の懲役又は300万円以下
の罰金（営利目的があれば１年以上10年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金）に処せられます。なお、退去強制を免れさせる目
的で、不法入国者又は不法上陸者をかくまう等の行為をした場合、入管法第74条の8により３年以下の懲役又は300万円以下の
罰金（営利目的があれば５年以下の懲役及び500万円以下の罰金）に処せられます。
＜在留資格＞
外国人は出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」といいます。）で定められている在留資格の範囲内において、日本国内での
活動が認められています。現在在留資格は27種類あり、就労の可否により次の３区分に分類できます。
１．就労活動に制限がない在留資格（４種類）
（1）永住者、 （2）日本人の配偶者等、 （3）永住者の配偶者等、 （4）定住者
日系２世、３世は「日本人の配偶者等」または「定住者」として在留する場合にのみ、就労活動に制限がありません。これに対して、

「短期滞在」の在留資格により在留している日系人は、地方入国管理局で在留資格の変更の許可を受けなければ就労できなせん。
２．在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格（17種類）
（1）外交、 （2）公用、 （3）教授、 （4）芸術、 （5）宗教、 （6）報道、 （7）投資・経営、 （8）法律・会計業務、 （9）医療、 （10）研究、（11）教
育、（12）技術、（13）人文知識・国際業務、（14）企業内転勤、（15）興行、（16）技能、（17）特定活動（ワーキングホリデー、技
能実習生、EPA（経済連携協定）に基づく外国人看護師・介護福祉士等）
３．原則として就労が認められない在留資格（６種類）
（1）文化活動、 （2）短期滞在、 （3）留学、 （4）就学、 （5）研修、 （6）家族滞在
「留学」、「就学」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方がアルバイト等の就労活動を行う場合には、地方入国
管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。
資格外活動の許可を得た場合、「留学」の在留資格をもって在留する外国人については原則として１週28時間まで、「就学」の在
留資格をもって在留する外国人については原則として１日４時間まで就労することが可能となります。また、「留学」の在留資格
をもって在留する外国人は、その方が在籍する教育機関が夏休み等の長期休業期間中については、１日８時間まで就労すること
が可能となります。
また、就労の内容、就労場所等について個別に審査を受けた上で資格外活動の許可を得れば「家族滞在」の在留資格をもって在
留する外国人については、原則として１週28時間まで就労することが可能となります。
＜採用に際しての在留資格確認について＞
入管法上の在留資格を受けて国内に滞在している外国人は、原則として「在留カード」が交付されます。観光や不法に滞在する
者には交付されませんので、外国人を雇い入れようとする場合は、まず在留カードの提示を求めてください。
在留カードは表面に就労制限の有無が記載されています。就労できない場合は「就労不可」と記載されています。就労に制限の
ない場合は「就労制限なし」と記載されています。就労に一部制限がある場合は「在留資格に基づく就労活動のみ可」「指定書記載
期間での在留資格に基づく就労活動のみ可」「指定書により指定された就労活動のみ可」の何れかが記載されます。指定書とは法
務大臣が交付するもので、個々に許可した活動等について記載されているので、これに従って雇用することとなります。
在留カードの裏面には、資格外活動についての記載欄があります。この欄は表面に「就労不可」の記載がある者が、その資格外
の活動について許可を申請し、許可された場合にその旨が記載されますので、裏面を確認して判断することとなります。資格外
活動の許可対象となる在留資格は「留学」「研修」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」で、許可されると「許可（原則週28時間以内・風
俗営業等を除く）」や、「許可（資格外活動許可書に記載された範囲内の活動）」と記載されます。
また、在留カードは全ての合法な外国人滞在者に対して交付されているわけではありません。次の者は在留カードを所持して
いなくても、就労が可能になる場合がありますので、旅券等の関係書類で確認する必要があります。
①旅券に後日在留カードを交付する旨の記載がある場合
②従前の制度である「外国人登録証」から在留カードへの切り替えが済んでいない者
③3カ月以下の在留期間が与えられた者
④「外交」「公用」等の在留資格が与えられた者
なお、中長期在留者に付与されている「外国人登録証明書」は、在留カードに切り替えが済むまでは有効となります。切り替え
は平成27年7月までに完了することとされています。
＜採用時・退職時の届出＞
一般に、外国人を雇用した場合には次の通りに「外国人雇用状況」の届出が義務付けられています。採用、退職の際に在留カー
ド等を確認して、一定の事項を届出る必要があります。
（1）雇用保険の被保険者である外国人に係る届出

雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期間、国籍・地域等を記載して届け出ることがで
きます。 届出期限は取得届又は喪失届の提出期限と同様です（雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算
して10日以内）。 

（2）雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出
所定の届出様式に、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域等を記載して届出ることとなります。届出期
限は雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです。 
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東京都溶接協会は平成27年3月14日に第55回溶接技術競技会

を開催し、手溶接と半自動溶接の優勝者を東京都代表として
次回の全国溶接競技会に派遣する。溶接作業に従事し挑戦意
欲のある出場希望者、自社の溶接技術水準を確認したい管理
者・経営者の方はこの機会に選手を派遣してください。
第61回全国溶接競技会は平成27年10月17･18日の両日、大阪

府摂津市のポリテクセンター関西で開催されます。
◇本大会の申込みと参加資料の請求は下記事務局まで。

日
時・会
場

○
一
月
十
日（
土
）

東
京
都
溶
接
協
会

○
一
月
十
一
日（
日
）

東
京
都
溶
接
協
会

○
二
月
七
日（
土
）

東
京
都
溶
接
協
会

○
二
月
八
日（
日
）

東
京
都
溶
接
協
会

○
二
月
二
十
一
日（
土
）

城
東
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー

○
三
月
七
日（
土
）

東
京
都
溶
接
協
会

一
、
日
時・会
場

学
科
＝
十
二
月
十
六
日（
火
）午

前
八
時
四
十
分
〜
午
後
五
時

三
十
分
、
江
東
区
大
島
三―

一―

十
一
、
産
学
協
同
セ
ン

タ
ー

実
技
＝
十
二
月
十
七
日（
水
）午

前
八
時
四
十
分
〜
午
後
五
時

三
十
分
、
会
場
は
学
科
講
習

会
場
と
同
じ
。

二
、
受
講
料
　
一
四
、〇
〇
〇
円

　
テ
キ
ス
ト
代
　
六
三
〇
円

一
、
日
時・会
場

学
科
＝
三
月
二
十
四
日（
火
）午

前
九
時
〜
午
後
五
時
、
二
十

五
日（
水
）午
前
九
時
〜
午
後

〇
時
、
江
東
区
大
島
三―

一

―

十
一
、産
学
協
同
セ
ン
タ
ー

実
技
＝
三
月
二
十
五
日（
水
）午

後
一
時
〜
午
後
五
時
、
二
十

六
日（
木
）午
前
九
時
〜
午
後

五
時
、
会
場
は
学
科
講
習
会

場
と
同
じ
。

二
、
受
講
料

　
　
　
会
員
　
二
〇
、七
〇
〇
円

　
　
　
一
般
　
二
四
、七
〇
〇
円

　
　
学
科
の
み

会
員
　
一
〇
、五
〇
〇
円

　
　
　
一
般
　
一
一
、五
〇
〇
円

一
、
日
時・会
場

十
二
月
九
日（
火
）午
前
九
時

〜
午
後
五
時
、
江
東
区
大
島

三―

一―

十
一
、
産
学
協
同

セ
ン
タ
ー

二
、
受
講
料

　
会
員
　一
三
、六
〇
〇
円

　
　
　
一
般
　一
四
、六
〇
〇
円

神奈川

東 京

事務所 1 2 月 1 月 2 月 2 月1 月1 2 月

 2 　 3
 　 4 　

 3 　 4
 　 5 　

 15 　 16
 　 17 　
 15 　 16
 　 18 　
 19 　 20
 　 31 　

 3 　 4
 　 7 　
 4 　 5
 　 7 　

 4 　 5
 　 6 　

 5 　 6
 　 7 　

 16 　 17
 　 21 　

 13 　 14
 　 24 　

 19 　 20
 　 28 　

 19 　 20
 　 22 　

 19 　 20
 　 21 　

 9 　 10
 　 14 　

 12 　 13
 　 15 　

 20 　 21
 　 25 　
 14 　 15
 　 18 　

 11 　 12
 　 14 　

 11 　 12
 　 14 　

 17 　 18
 　 21 　

講習名

千 葉

埼 玉

茨 城

栃 木

甲 信

神奈川

神奈川事務所

茨 城 事 務 所

〒231－0007

〒300－0875

栃 木 事 務 所

甲 信 事 務 所

〒322－0016 鹿沼市流通センター46番地

横浜市中区弁天通4－59
横浜弁天通第一生命ビル 3階

TEL 045－662－2860
FAX 045－662－8768

東 京 事 務 所

ボイラ・クレーン
安 全 協 会

〒136－0071 江東区亀戸1－28－6タニビル 5階

〒136－0071 江東区亀戸6－41－20機缶健保会館 2階
TEL 03－3685－5222
FAX 03－3685－5746

TEL 03－3684－5551
FAX 03－3685－2189

千 葉 事 務 所 〒260－0028 千葉市中央区新町18－10千葉第一生命ビル 2階
TEL 043－247－5532
FAX 043－247－5576

埼 玉 事 務 所 〒330－0801 さいたま市大宮区土手町1－2JA共済埼玉ビル 6階
TEL 048－643－1543
FAX 048－643－1524

TEL 0289－72－1717
FAX 0289－76－6090
TEL 055－287－9511
FAX 055－287－9512

TEL 029－843－0740
FAX 029－841－1968

土浦市中荒川沖町2－6
ツインビル 3階

山梨県南アルプス市
下今諏訪610番 9〒400－0212

東 京

千 葉

埼 玉

茨 城

栃 木

甲 信

玉
掛
け
技
能
講
習

小
型
移
動
式
ク
レ
ー
ン
運
転
技
能
講
習

神奈川

東 京

事務所講習名

千 葉

埼 玉

茨 城

栃 木

甲 信

神奈川

東 京

千 葉

埼 玉

茨 城

栃 木

甲 信

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
運
転
技
能
講
習

床
上
操
作
式
ク
レ
ー
ン
運
転
技
能
講
習
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★他の講習も実施しています。詳細については、各事務所にお問合わせください。

１
日
▽
映
画
の
日

鉄
の
記
念
日

歳
未
助
け
合
い
運
動

３
日
▽
秩
父
夜
祭

障
害
者
週
間

４
日
▽
人
権
週
間

５
日
▽
納
め
の
水
天
宮

７
日
▽
大
雪

８
日
▽
こ
と
納
め・針
供
養

納
め
の
薬
師

９
日
▽
漱
石
忌

京
都
了
徳
寺
大
根
焚
き

10
日
▽
世
界
人
権
デ
ー

納
め
の
金
毘
羅

11
日
▽
エ
コ
プ
ロ
ダ
ク
ツ2014

（
〜
13
日
東
京
ビ
ッ
ク
サ
イ
ト
）

14
日
▽
東
京
高
輪
泉
岳
寺
義
士
祭

15
日
▽
年
賀
郵
便
特
別
扱
い

17
日
▽
東
京
浅
草
観
音
歳
の
市

18
日
▽
納
め
の
観
音

20
日
▼
東
京
都
高
校
生
溶
接
コ
ン
ク
ー
ル

21
日
▽
納
め
の
大
師

22
日
▽
冬
至

23
日
▽
天
皇
誕
生
日

24
日
▽
ク
リ
ス
マ
ス
イ
ブ

納
め
の
地
蔵

25
日
▽
ク
リ
ス
マ
ス

26
日
▽
官
庁
御
用
納
め

28
日
▽
納
め
の
不
動

31
日
▽
年
越
し

大
は
ら
い

除
夜
の
鐘

2014

※　上段は学科　　下段は実技 講　　習　　予　　定　　表 公益社団法人 ボイラ・クレーン安全協会
URL:http://www.bcsa.or.jp
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 11 　 12
 　 14 　

 12 　 13
 　 15 　
 18 　 19
 　 21 　
 5 　 6
 　 8 　

 10 　 11
 　 13 　

 21 　 22
 　 24 　

 15 　 16
 　 18 　
 27 　 28
 　 29 　
 22 　 23
 　 24 　

 13　 14 　20
 　 11 　

 7　 14 　21
 　 5 　

 18　 24 　25
 　 14 　

 28　 3/7 　3/8
 　 26 　

 6　 7 　13
 　 5 　

 3　  　4
 7　 13 　14

 19　  　20
 22　 28 　3/1

 8　  　9
 10　 11 　17

 28　  　29
 31　 2/7 　2/8

JR東海は「御殿場線80周年」キャンペーンの一環で、臨時急行「御殿場線80周年371」を運転すると発表し「371系ラス
トラン」を実施した。371系はかって、JR御殿場駅から小田急線新宿駅へ乗り入れる特急「あさぎり」で活躍した車両で
11月末に引退しました。

富士山周辺を走る371系

（カラー版は http://www.miura21.co.jp でご覧いただけます）

写真提供　志賀祐一郎氏

第55回溶接技術競技会参加者募集！
あなたも出場してみませんか


